
平戒20年度 放課後子どもプラン推進事業費補助金交付要綱 新旧対照表㈲   



改  正  案  現  行  

放課後子どもプラン推進事業費補助金交付要綱  放言果後子どもプラン推進事業費補助金交付要綱  

（通 則）  

1放課後子どもプラン推進事業費補助金とは、文部科学者所管の放課後子ども教室   

推進事業費補助金及び草生労働省所管の児童育成事業費補助金の⊥部である放課   

後児童健全育成事業等（放課後児童健全育成事業費、放課後子ども環境整備事業費、   

放課後児童クラブ支援事業費）の両補助金を総称するものである。   

放課後子どもプラン推進事業費の国庫補助については、予算の範囲内において交   

付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法   

律第179烏以下「法」という。）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関す   

る法律施行令（昭和30年政令第255観以下「令」という。）及びこの交付要   

綱の定めるところによる。  

（通 則）  

1現行のとおり（略）  

（交付の目的）  

2 この補助金は、放課後等における子どもたちの安全で健やかな居場所づくりを推   

進することを目的とする。なお、放課後児童健全育成事業等（平成19年3月30   

日18文科生第587号、雇児発第0330039号、文部科学省生涯学習政策局   

長、厚生劣働省雇用均等り醐通知「放課後子どもプラン推進事業の   

実施について」の別添2に基づく事業）については、併せて、児童手当法（昭和4   

6年法律第73号）第29条の2に規定する児童育成事業として、児童の福祉の増   

進に寄与することを目的とする。  

（交付の目的）  

2 現行のとおり（田割  

（交付の対象）  

3 この補助金は、以下の（1）～（7）の事業を実施するために必要な経費のうち、   

（交付の対象）  

3 現行のとおり（略）  



現  行  改  正  案  

補助金交付の対象として、（1）～（3）については文部科学大臣が、（4）～（7）  

についてⅠ剖草生労働大臣が認める経費について、予算の範囲内で補助金を交付す  

る。  

（1）放課後子ども教室推進事業  

平成19年3月30日18文科生第587号、雇児発第0330039号、   

文部科学省生涯学習政策局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知「放   

課後子どもプラン推進事業の実施について」の別添1のⅠに基づき市町村（特別   

区を含み、指定都市、中核市を除く。以下同じ。）が行う事業に対して都道府県   

が補助する事業並びに都道府県、指定都市及び中核市が行う事業。  

（2）放課後子ども教室備品整備事業  

平成19年3月30日18文科生第587号、雇児発第0330039号、文   

部科学省生涯学習政策局長、厚生労働省雇用均等り蜘通知「放課   

後子どもプラン推進事業の実施について」の別添1のⅡに基づき市町村が行う事   

業に対して都道府県が補助する事業並びに都道府県、指定都市及び中核市が行う   

事業。  

（3）放課後子ども教萱諺旨尊者研修・推進委員会事業  

平成19年3月30日18文科生第587号、雇児発第0330039号、   

文部科学省生涯学習政策局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知「放   

課後子どもプラン推進事業の実施について」の別添1のⅢに基づき都道府県、指   

定都市及び中核市が行う事監  

（4）放課後児童健全育成事業  

平成19年3月30日18文科生第587号、雇児発第0330039号、   

文部科学省生涯学習政策局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局艮連名通知「放   

課後子どもプラン推進事業の実施について」の別添2のⅠに基づき市町村が行う   

事業に対して都道府県が補助する事業並びに指定都市及び中核市が行う事巣   



現  行  改  正  案  

（5）放課後子ども環境整備事業（放課後児童クラブ未実施小学校区緊急解消等事業）  

平成19年3月30日18文科生第587号、雇児発第0330039号、文   

部科学省生涯学習政策局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知「放課   

後子どもプラン推進事業の実施について」の別添2のⅢに基づき市町村が行う事   

業に対して都道府県が補助する事業並びに指定都市及び中核市が行う事業。  

（6）放課後児童クラブ支援事業  

平成19年3月30日18文科生第587号、雇児発第0330039号、   

文部科学省生涯学習政策局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知「放   

課後子どもプラン推進事業の実施について」の別添2のⅢに基づき市町村が行う   

事業に対して都道府県が補助する事業並びに指定都市及び中核市が行う事業。  

（7）放課後児童指導員等資質向上事業  

平成19年3月30日18文科生第587号、雇児発第0330039号、   

文部科学者生涯学習政策局長、厚生労働省、雇用均等・児童家庭局長連名通知「放   

課後子どもプラン推進事業の実施について」の別添2のⅣに基づき都道府県、指   

定都市及び中核市が行う事業。  

（交付額の算定方法）  

4 この補助金の交付額は、次により算出するものとする。   

ただし、算定されたそれぞれの額に1，000円未満の端数が生じた場合には、   

これを切り捨てるものとする。  

（1）都道府県分  

別表の第1欄に定める区分ごとに次のア及びイにより算出された額の合計額  

ア 男Ij表の第1欄の放課後子ども教室指導者研修・推進委員全事業費、放課後子  

ども教室惟甚事業費等（特別支援学校での実施に限る）及び放課後児童指導   

（交付額の算定方法）  

4 現行のとおり（略）  



現  行  改  正  案  

員等資質向上事業費について、第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象  

経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない  

方の額を選定する。   

イ アにより選定された額に別表の第4欄に定める補助率を乗じて得た額を交  

付額とする。  

（2）指定郡市・中核市分  

別表の第1欄に定める区分ごとに次のア及びイにより算出された額の合計額   

ア 月懐の第1欄の区分ごとに第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経  

費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方  

の額を選定する。   

イ アにより選定された額に別表の第4欄に定める補助率を乗じて得た額を交  

付額とする。  

（3）市町不扮  

別表の第1欄に定める区分ごとに次のア及びイにより算出された額の合計額   

ア 男ー康の第1欄の放課後子ども教室推進事業費等及び放課後児塾陸全育成事業  

費等について、第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額  

から寄付金その他の収入額を控除した額とを市町村ごとに比較して少ない方  

の額を選定する。   

イ アにより選定された額に3分の2を乗じて得た額と都道府県が補助した額  

とを比較して少ない方の額の合計額に2分の1を乗じて得た額を交付額とす  

る。  

（交付の下限）  

5 4により算定された補助金の額の合計が、都道府県及び指定都市にあっては10   

0万円、中核市にあっては50万円に満たない場合には交付の決定を行わないもの   

（交付の下限）  

5 現行のとおり（略）  



現  行  改  正  案  

とする。  

（交付の条件）  

6 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。  

（1）直接補助事業に係る場合   

ア 事業を中止し、又は廃止する場合には、別紙様式7による中止（廃止）承認  

申請書を提出し、文部科学大臣又は草生労働大臣（以下「担当大臣」という。）  

の承認を受けなければならない。   

イ 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び  

器具については、令第14条第1項第2号の規定により、担当大臣が別に定  

める期間を経過するまでは、担当大臣の承認を受けないでこの補助金の交付  

の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはなら  

∴∴、＿、   

り 担当大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、  

その収入の全部又は⊥部を国庫に糸附させることがある。   

エ 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後におい  

ても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図  

らなければならない。   

オ 補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式1による  

調書をイ旬戎し、これを事業完了後5年間保管しておかなければならなし＼  

（2）間接補助事業に係る場合   

ア 都道府県又は指定郡市若しくは中核市が市町村に対して間接補助金を交付す  

る場合には、（1）のアからオに掲げる条件を付さなければならない。この  

場合において（1）のア及びウ中「担当大臣」とあるのは、「都道府県知事  

又は指定都市若しくは中核市の市長」と、（1）のイ中「担当大臣の承認」   

（交付の条件）  

6 現行のとおり（田創  



改  正  案  現  行   

とあるのは「都道舟県知事又は指定都市若しくは中核市の市長の承認」と（1）   

のり中「国庫」とあるのは、「都道府県又は指定都市若しくは中核市」と読   

み替えるものとする。  

イ 指定都市又は中核市が社会福祉臥等に対して闘妾補助金を交付する場合に   

は、次の条件を付さなければならなし㌔  

（ア）（1）のアからエに掲げる条件（ただし、この場合において（1）のア及  

びウ中「担当大臣」とあるのは、「指定都市又は中核市の市長」と、（1）  

のイ中「担当大臣の承認」とあるのは「指定郡市又は中核市の市長の承認」  

と（1）のり中「国庫」とあるのは、「指定都市又は中核市」と読み替え  

るものとする。）  

（イ）事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税  

及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び  

地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）の規定  

により仕入れに係る消費税額として控除出来る部分の金額及び当該金額に  

地方税法（日新ロ25年法律第226号）の規定による地方消費税の税率を  

乗じて得た金額の合吉傾に補助対象経費に占める補助金の害恰を乗じて得  

た金額をいう。）が確定した場合は、男l願様式第8に準じた様式により速  

やかに指定都市又は中核市の市長に報告しなければならない。  

なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、  

一支所等）であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又  

は覇配本所等）で、消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、  

その申告に基づき報告を行うこと。  

また、指定郡市又は中核市の市長に報告があった場合は、当該仕入控除  

税額の全部又は「部を指定都市又は中核市に返還するものとする。  

（ウ）事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に   



現  行  改  正  案  

ついて証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間  

保管しておかなければならない。  

ウ 都道府県又は指定都市若しくは中核市は、国から概算払により間接補助金に   

係る補助金の交付を受けた場合には、当該概算払を受けた補助金に相当する   

額を遅滞なく市町村若しくは社会福祉法人等に交付しなければならない。  

ェ 間接補助事業者から財産の処分により収入の全部又は一部の糸附があった場   

合には、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。  

オ 当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部   

の返還があった場合には、その返還額の全部又は一部を国庫に返還するもの   

とする。  

（申請欄  

7 この補助金の交付の申請は、次により行うものとする。  

（1）都道府県が行う事業及び市町村が行う事業に対して都道府県が補助する事業  

都道府県知事は、別紙様式2による申請書に関係書類を添えて、毎年度5月末  

日までに担当大臣に提出しなければならない。  

（2）指定都市・中核市が行う事業  

指定都市及び中核市の市長は、男Ij紙様式2による申請書に関係書頬を添えて、  

毎年度5月末日までに担当大臣に提出しなければならなし＼  

（申請手続）  

7 現行のとおり（略）  

（交付の決定）  

8 担当大臣は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審   

査し、補助金の交付を決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件   

を附した場合にはその条件を交付の申請をした者に、別紙様式3による補助金交付   

決定通知書を送†寸するものとする。   

（交付の決定）  

8 現行のとおり（略）  
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（申請の取下けり  

9 前条の通知を受けた者は、補助金の交付の決定の内容又はこれに附された条件に   

不服があるときは、申請の取下げをすることができる。   

取下げをしようとするときは、交付決定の通知を受けた日から15日以内にその   

旨を記載した書面を担当大臣に提出しなければならなし㌔  

（申請の取下切  

9 現行のとおり（略）  

（変更申請手続）  

10 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請   

等を行う都道府県知事文は指定都市若しくは中核市の市長は、7に定める申請手続   

に基づき、別紙様式4による変更申請書に関係書類を添えて、毎年度1月末日まで   

に担当大臣に提出しなければならなし㌔  

（変更申請瑚  

10 現行のとおり（略）  

（補助金の概算払）  

11担当大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額の範囲内   

において概算払をすることができるものとする。  

（状況報告）  

12 担当大臣は、必要があると認めるときは、補助事業等の状況に関する幸陪を求め   

ることができるものとする。  

（補助金の概算払）  

11現行のとおり（略）  

（状況報告）  

12 現行のとおり（略）  

咋油灘吉  

13 この補助金の実績報告は、次により行うものとする。  

（1）都道府県が行う事業及び市町村が行う事業に対して、都道府県が補助する事業  

都道府県知事は、事業完了後、1か月を経過した日又は翌年度4月10日のい   

ずれか早い日までに別紙様式5による報告書に関係書叛を添えて、担当大臣に提   

（実績報告）  

13 現行のとおり（略）  
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出しなければならない。  

（2）指定都市・中核市が行う事業  

指定都市及び中核市の市長は、事業完了後、1か月を経過した日又は翌年度4   

月10日のいずれか早い日までに別紙様式5による報告書に関係書類を添えて、   

担当大臣に提出しなければならなし＼  

（補助金の額の確定）  

14 現行のとおり（略）  

（補助金の額の確定）  

14 担当大臣は、13の規定による実績幸陪書の提出を受けた場合において、その内   

容を審査し、補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容（10に基づく決定   

をした場合は、その決定の内容）及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、   

交付すべき補助金の額を確定し、別紙様式6による交付額確定通知書を送付するも   

のとする。  

榊掛金の返思  

15 現行のとおり（略）  

僻勘金の返閻  

15 担当大臣は、13に基づく交付すべき補助金の額を確定した場合において、既に   

その額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分に   

ついて国庫に返還することを命ずる。  

補助金の返還期限は、補助金の額を確定した目から20日以内とする。ただし、   

当該補助金の返還のための予算措置につき議会の承認を必要とする場合で、かつ、   

本文の期限により難い場合には、90日以内とすることができる。   

また、履行期限までに納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に   

係る期間に応じて年利10．95％の割合で計算した延滞金を徴するものとする。  

（交付決定の取消等）  

16 現行のとおり（略）  

（交付決定の取消等）  

16 担当大臣は、6（1）アによる補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び   
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次の（1）に掲げる場合には、8の交付の決定の全部若しくは一部を取消又は変更  

することができる。  

（1）交付決定の取消等を行う場合   

ア 法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく担当大臣の処分若しくは指示  

に違反した場合   

イ 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合   

ウ 補助事業に関して、不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合   

工 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続す  

る必要がなくなった場合  

（2）担当大臣は、交付決定の取消等をした場合において、既に当該取消に係る部分   

に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一   

部の返還を命ずるものとする。  

（3）担当大臣は、（2）における返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金の   

受領の日から納付の目までの期間に応じて、年利10．95％の害恰で計算した加算   

金の納付を合わせて命ずるものとする。  

（4）（2）に基づく補助金の返還及び（3）における加算金の納付については、1   

5の規定を準用する。  

（そ瑚餌  

17 特別の事情により4、7、10及び13に定める算定方法、手続によることがで   

きない場合には、あらかじめ担当大臣の承認を受けて、その定めるところによるも   

のとする。  

（その他）  

17 現行のとおり（略）  

この要綱は平成19年4月1日から施行する。   この要綱は平成19年4月1日から施行する。  



l  事業名  1区分   2 基  準  額   3 対象経費  4 補助率  【  事業名  】1区分   2基 準 額   3 対象経費    。補助率 

放   放  1 放課後児童健全育成事業（放課後児童タラ  放課後児童タラ  1／3  放   放  1 放課後児童健全育成事業（放課後児童タラ  放課後児童タラ  
課   課   プ）費   ブの運営に必要な  課   株   プ）費   プの運営に必要な  
後   後   （1）開設日数 250日以上   経費（飲食物費を  後   後   （1）開設日数 250日以上   経費（飲食物費を  

① 1クラブ（年間平均児童数10～19人）  除く。）  ① 1クラブ（年間平均児童数10～19人）  除く。）  
当たり年額  当たり年額  

990，000円×か所数  990，000円×か所数  

児  児  
② 1クラブ（年間平均児童数20～35人）  ②1クラブ（年間平均児童数20～35人）  

育  
成  

当たり年額  児  児  当たり年額  

事 菓  
1，612，000円×か所数  

成 事  
1，612，000円×か所数  

業  
③ 1クラブ（年間平均児童数36～70人）  （診1クラブ（年間平均児童数36～70人）  

費  当たり年額  業 費  当たり年額  
等  等  2，408，000円×か所数  等  等  2，408，000円×か所数  

④1クラブ（年間平均児童数71人以上）  ④1クラブ（年間平均児童数71人以上）  
当たり年額  当たり年額  
3，204，000円×か所数  3，204，000円×か所数  

⑤開設日数加算額（原則として1日8時  ⑤開設日数加算額（原則として1日8時  
間以上開所する場合）  間以上開所する場合）  

13，000円×251日～300日までの  13，000円×251日～300日までの  
250日を超える日数  250日を超える日数  

⑥長時間開設加算額  ⑥長時間開設加算額（1日6時間を超  
え、18時を越えて開設する場合）  1／3  

1クラブ当たり年額 309．000円×か所数  

90．000円×「1日8時間を超える  
時間lの年間平均時間数  

（診障害児受入推進費額（隆幸児を受入  

687．000円×か 
（2）特例分（開設日数200～249日）  

（2）特例分（開設日数200～249日）  
塾五里全L 1クラブ当たり年額 所数   

（》1クラブ（年間平均児童数20人以上）  
①1クラブ（年間平均児童数20人以上）  当たり年頼  

当たり年額  1．611，000円×か所数  
1，611，000円×か所数  ②長時間開設加算額（1日6時間を超  

②長時間開設加算額（1日6時間を超え  え、18時を越えて開設する場合）  
、18時を越えて開設する場合）  1クラブ当たり年額  

199．000円×18時を越える時間数  296．000円×か所数  



改  正  案  現  行  

事業名  1区分   2 基  準  額   3 対象経費  4 補助率  事業名  1区分   2 基  準  額   3 対象経費  4 補助率  

2 放課後子ども環境整備事業廉   放課後子ども環  1／3  2 放課後子ども環境整備事業費   放課後子ども環  1／3  
（1）放課後児童クラブ設置促進事業   境整備事業に必要  （1）放課後児童クラブ設置促進事業   境整備事業に必要  

放  放  7，000，000円   な経費  1事業当たり   7，000，000円   な経費  

1，000，000円  放 課 後   放  （2）放i腋後児童クラブ環境改善事業  

童  

課 後 児  課   
1事業当たり                        （2）放課後児童クラブ環境改善事業  

童   

児   児  
（3）放課後児童クラブ障害児受入促進事業  

全 育   全 育  放課後児童タラ  育  全 育  放課後児童クラ  
プ支援事業に必要  成  成  （1）ボランティア派遣事業   プ支援事業に必要  

1事業当たり年額   な経費  事   事   1事業当たり年額   な経費  

成  成 事   

（1）ボランティア派遣事業  

441，000円×事業数  

費   
（2）放課後子どもプラン実施支援等事業  

1市町村当たり年額750，000円  
業   

業   
441，000円×事業数  

1市町村当たり年額750，000円  
（3）放課後児童等の衛生・安全対策事業  （3）放課後児童等の衛生・安全対策事業  

1市町村当たり年額584，000円  1市町村当たり年析584，000円  
（4）障害児受入推進事業  

1クラブ当たり年額  
1．421，000円×か所数  

放課後児童  4 放課後児童指導員等資質向上事業費   放課後児童指導  放課後児童  4 放課後児童指笥眉等資質向上事業費   放課後児童指導  
指導員等資  点等資質向上事業  指導員等資  員等資質向上事業  
質向上事業  都道府県、指定都市、中核市1か所当た   に必要な経費  質向上事業  都道府県、指定都市、中核市1か所当た   に必要な経費  
費   り年額  1，000，000円  費   り年額 1，000，000円  



！現行のとおり（略）  l現行のとおり（晰  

別紙様式2  別紙様式2   

別表1   別表1   

現行のとおり（略）  現行のとおり（略）  

別表2  別表2   

1放課後子ども教室推進事業等   1放課後子ども教室推進事業等   

（略）  （略）  

2放課後児童健全育成事業等  2放課後児童健全育成事業等   
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く31市bR分   （3‖l■村分  

厳正ttt暮雪■慮事嘉t■   1■■t ■■■■■●t■  

t   ・汁 …■‥ ●t■■■■■■■暮事＝■■  

…・ 州」…l＝；－lニー － ． 

‘■…■禦詑耶－一帖一 

・蜘t・  

叩 

… ■ 
■量・ 

。。． 

どⅦ・・ 

別表3   別表3  

1放課後子ども教室推進事業等   1放課後子ども教室‡憶進事業等  

（略）  （略）  

2放課後児童健全育成事業等  2放課後児童健全育成事業等  

（1）都道府県分   （1）都道府県分  

現行のとおり（略）  （略）  

（2）指定都市・中核市分  （2）指定都市・中核市分  

①放課後児童指導員等資質向上事業   ①放課後児童指導員等資質向上事業  

現行のとおり（略）   （略）  



改  正  案   現  行  

②放課後児童健全育成事業費   ②放課後児童健全育成事業費  

■nlu助暮t什i暮【嬢1●10～19人・Wね自■z50巳山上の鰻■槍l胃暮クラブ）  

餅 開p状況  児 ■ 歓  
州禦   卜3什 

（■）（○ト250  抑……1クラブ名州栓日数開票呈雷芸†酬習ト。…－。引t十瞥分割…；≡蓋幣  
8  州 ～  時  人    人    人   日  日II一喝  人人人  
（晴間）  

（  疇 Ⅶ）  

農期体1日讐  年月 日   ■岬体t8等  
l専一1書  

年 月 日  
岬一 婦  

（時間）   
（叫M） 

（）（）（）  【）（）【）  

8  

日   日l専一 畔  巳  畔 一  畔  人    人    人   （  岬 ¶）  
人 人 人  

（精間）  
長巾休1日雫  年月 日   長胴体■8尊  

岬一 疇  書月 8  

晴一 時  
l晴間）  

（ 埼 ¶ 〉  

日  
【 【〕（）  

r ）（）【）  

日     一  陣  人    人    人   日  日l専一 時  
r 稗¶）  

人  人  人  
（  嶋 Ⅶ）   
1れ休1日響  年 月 日   鴫 －  ヰ  剛一鴫  
（晴W） （晴間） 

【lし1〔）  （）l）（）  

合計 クラフ  日  日 吐皿・・占通 か斯か断  含l十 クラブ  B  日 通 姐か断か断  
．  

l；士1‖■■佃≠卿の中 ⇔ldは 糟王Rlこぶけ員IIRの岨怜■Ⅶ∧t舌h蘭多1ロ貴丁 ′いつ1R■募j■貞11リほ甘1卜占J■lの量旭正也■W■象l▲■Ⅶ■翰の▲血仕鵬⇔lは rlRの随腑■   （注2）「児暮た」l■の（）内は、書讐児歓喜内牡でE入ナもしと，圭トl■暮l■●1■の■は一書－■蓼書け1hム▲▲l・∩白は付十ム・ト  

（注2）「児靂書」■の（）内は、■育児敷を内放でた入すること．  

（注3）「開設日敷加暮対■日蝕」は一年¶開放日戴Jがユ00巳以上の壌含、知日とすること．雷た．精霊8．書期休暮白（土■．E■及び奴8を幹く）及びクラブ疇β上必暮なれ簡臼は・暮畢れ敵日   

徴（2SOEl）に青ま九ているので．封書白熱lこつし、ては、開設疇問が原則8晴間以上のこと。   
（注ヰ）ー開設日畿加■対t日■jはl年間開8日艶J，ら（コ008以上の増含．印8とすること、手た、攫霊日．よ嘲休暮甘（土■」引■1び初月庵欄く）及びクラブれp上必蓼な聞断日は．暮畢開投巳  

（浅4）「分別」■は．年度の途中にクラブを分罰する（した）囁含に0印を付し．分割前の瞼慮捜児tクラブ名を記入すること．   
屯（2SO【】〉に含ま九ていもので 対■臼牡については、開腹岬仰が撫刑自鴨Ⅶ以上のこと。  

（謹5）「年膚途中におけも厭鷹脾班」書は，年度途中にクラブを新規で開設する斗含に○印を付すること。   
し注5）「分¶」■は キーの途中にクラブを分れする（しナー〉≠舎に○印を付L、分割前の放ロー児暮クラブ名をた入ナること．  

（注6）F軒鶴綱貯年月日」I■は、（注6）によリ0を付した場合に、輌嬢間拉する（した序月日を記入すること。  
（注6）r年度途中における書旗間p」■は．年度連中にクラブを漸増で剛般する■舎に0印を付ナること．  

また、基準書の暮出については．月触りによリーヒ出とすること．なお、「書庫靂中l＝おける鮪鶴間乱する（した）クラブlこついては∴監年鷹揖幹1年を■じて帥放した1含に、間m8七事が暮凛  （注7）「断燥Ⅶ敷年月日」■lは、（注6）lこよリ0を付した場合に、麟燥剛毅ナる〔した）年月8善た入ナること．  

開設日■（Z50日〉に1たないクラフは欄れ封書外であるので度量すること。  また、墓睾縛の暮出については．月桝りにより井出とナること，なお、r年度丑中における♯規剛mする（した）ケラプlこついては、丑年鷹以闊1年を■じて内牧した■含に，開放日義■が■事  
肌放日血（250日）に礪たないクラブ11■れ対■外であるので注暮ナること．  

bl占用け■財暮暮計曹■川■t■20”35人・蘭鱒8■z＄0【】以上の触■柵l鼻■クラブ）  

開 設 状 況  児  暮  徴   間 8 状 況  児    暮    敲  
鼻鴫憫間股  分椚 深  た望洋富 脚数  

出撃1酬－…  （■）（■ト2抑  舶毛細…ク，プ…憫…開票呈詔一 柳椚甜ト3…瑚鮒皆州               …舶 即日  
日  日  ■ －  岬  人    人    人   8  8  岬 －  ■  人    人    人  

（  晴 間）   （  特 M）  
き鋼傑霊日専  年月 日   最新休業日事  

♯一 緒  年月 日  
精一 埼  

（ 岬 闇）  （ す 間）   
【 ‖ r l【】  【】（）（〕  

日  檜 一  畔  人    人    人   日  8  ■ － 1曹  
（  岬 間 〉  

人    人    人  
（  晴 間）  
最期休よ8尊  書 員 8  1休8  年月 日  

II一 陣   
（ 疇 間）  l）【）（）   （ 特M）   

日  
l）（）（）  

日  特 － 1粋  人    人    人   日  8  岬 － 1I  
（  叶 両）  

人    人    人  
（  晴 間）  

■ 一  岬  岬 一  陣  
【 嶋 間）  （ 岬 M）   

l） r 】【）  （）†】（）  

…  クラブ  B  白  通 嘘 か断 か所   

ミ士11「 

†l●Ⅳl多11iTl皿lO一点l■全lの】E〃l聾り血■l¶】■事JP入一rム∴′   （注2〉一光t■」■の（）内l才、■書策杜を内書で記入すもこと．妻ト r甘雷I■●1■の▲は■書l■象■l＋1」1点▲貪にn印書付十ムニー  

【注2）「児t■」l■の（＝札は ■薯児歓喜内緻で取入すること   ＝食J＝l■】暮廿の封■はl■一重l■ ▲t▲l■t一■壬■litul■■は暮重■血■さIfl■1＿Tいょニ∫†－1ビl上巳▲■■婁l■l▲tTl＼ない▲仝で■、つ丁■．■l■ W■】8t▲■i義4〉がl■■の1■■t■t二上‖  

（注3汗剛毅日厳加∫対■8叢ノは「年間閣皿8血ノが抑8以上の場合、知日とすること。チた、繚■8．最期体よ8（土t．巳■及び挽8舎熊く）及びクラブれ股上めtな開断日は．暮串間毅日   
政（2508）に古事れているので，対t日舞については．蘭敵陣¶が庸刑8｛間以上のこと．   （注ヰ）「蘭牧田■加r対t8敵Jばr年間爛せ甘廿ノが3卯8以上の書倉、知日とナること．よた．攫雷8、さ胴体書8（土■、8■よび祝日を書く）及びクラブ∬最上必事な蘭帯日は、暮車間敗8  

（注4〉r分割」≠は、年虞の途中にクラブ吉分割する（した）■含に0印を付し．分割何の放p鑓児暮クラブ名を正人すること．   書tz50【】）に書手れているので．対■日数については．開粗相町帆町仙川川以上のこと．  

（注5）「年々■中における新規隅軌■は、年度逢中にクラブを軒餓で開設する■含lこ○印字付すること．   （注引「分軌■は．年度の途中lニクラブを分¶する（した）増舎に○印を付し、分れ前の触旺瞳児▲クラブ租を記入ナること．  

（注6）「鮪嬢≠丑年月日」■侶L（注6）により○を付した斗含に僻隕蘭許するルた）年月日壱t入すること．   （注6）一年覆連中におけも群娩間牧」■は、年度連中にクラブを精根で闘軟ナる■含に0印を付すもこと．  

また、基準醸の算出については、月¶りにより井出とすること．なおノ年度途中における厭凛朋机ナるルた〉クラブについては、翌年度以闊1年をユじて開股した■含に．開般ロー書が▲夢   （注7）「断積開腹年月日」■は．は6）により○を付した■含に、斬雉開放丁る（した）年月8をE入丁ること．  
開放日蝕（250日）に1たないクラブは補助対■外であるので注意すること．   また、暮事麟の井出については、月割りによリー出とすること．なお．「車庫途中における靡鏡剛毅ノナる（したナクラブについては．翌年度以闊1象を■じて開放した■合Jこ．朋捜8鯵▼が基準  

開放日敷（250日‖こ1たないクラブは繍れ対t外であるので注呈すること．  



改  正  案   現  行   

巳慮■鹸■暮什書暮（l慮tl■36－70▲・蘭鮫8魯250白山上の触E地場書ケづフ）   ○【馴■■助暮▲鰍■暮（取■緻36－70人・W貯日蝕250日山上の■丘鐘児■クうフ）  

開8状況   児暮■  開放状況   軋 暮 t  
抑…・…クラブ…酬開票星野綱放珊 し■・＝1■  州幣  抑……tク，プ…晰・開票甜酬矧，－。…瑚什 

出習ぃ…8… 【－）（■トZ印   
管用；憲孟鷲粁  

（■）（■ト之釦  

8  8  ■ 一  人    人    人   日  日  ■ － 1町  人    人    人   
（  疇 M）   （  巾 鵬）   

1〃休暮日暮  
■－   

年 月 8  
叶一 鴫  

く  疇 闇）  （l（）（）   く  嶋 M）  r ）【）（）   

日  日  岬 －  ■  人    人    人   日  8  ■ －  ■  人    人    人   
（  鴫 ¶）   （  ■ 州）   

長≠体t巳讐  
■－   

年 月 8  
■－ ヰ  

（ 岬 間）  r ）（1 f ）   （ ■ 爛）   （1 f ）（ 〉   

白  8  ■ －  岬  人    人    人   8  日  ■ －  ■  人    人    人   
（  け 珊）   （  嶋 M）   
最期休霊日暮  年 月 8   

叶 －  ■   嶋 一  鴫  
（ 岬 間）  （）（）（）   （ 鴫 州）   （】【l（】   

ttt クラブ  甘  8  址皿 か斯 か所  …  クラブ  白   日  、 嘘か斯 か帯  

I ＝欠けもI I I ・ 「 く 
（注2〉「兄▲■J■の（川拍．■書先緻藍内■でE入すること．tトr■書l■●入一の■I±■暮W蓼■l十1hエ▲▲ヒ∩血t鮒■ ‾   

（注2）「児1■」■の（）内はIl書児書を内■でた人事る－と   
い息∴♪ト〃 いない 仁上り   

（注3）「■栓8轟加暮対■日放」は住職剛毅日書」が瑚日以上の■含知日とすることまた、捜暮8t鴫捧鼻白l土■、巳■1び枚巳モーく）1ぴクラブ仇敵上島■な脚色li、暮事≠8B   
■（250白）に食まれているので、対1日譜について甘J叩仲川柏Ⅶ■○鴫蘭以上のこと．   （注ヰ）「蘭腋引Mりけ■8■jは「牛用靡88最」が300E以上の■舎．畑8とナること．また．＃義8、書■体霊ロは■，日■及び祝日を■く）よぴクラフM丘上必書な爛断8は、■揮開設8   

（注4）「分札■lま．年度の葛中lこクラブを分罰する（した〉場合lこ0印を付し、分割憫の鹸書牡児1クラブ名書た入ナること．   譜（250日）に書tれているので、対■8故については．開放特≠が犀■即川帖止のこと．   

（注5）「書庫ヰ中におけるf燥開畏J■は、年度■中にクラブを∫鶴で間取ナるt倉に0印吉付ナること．   （注5）一分軌■は．年魔の1中にクラブを分¶十るルたl■舎に0印書付し．分割鴫の≠書■児暮クラブ名毛色人寸もこと．   

（注も）r★鶴爛熟年只日j■は く注も）によリ0を付した場合に断撫肺すも1した）年月日モモ入ナること。   （注6）「書生暮中における書凱剛勘■は、年度遽中にクラブを蠣1で湘放する■含に○印を付ナること．   

また暮畢■の暮出については月割りにより暮出とすること．なお．峰鷹遽利こおける簸畑貯」する（した）クラブについては、ぎ年虚以■1年をiじてボ改した■含に、爛Ⅳ白■■が■■   （注7〉「緻撫開放年月8J■は．（注6）により○を付した嶋創こ、■九■丘する（した）年月日を正人すること．   

開放8■（2508〉に糞たないクラブは■敵対■外であるので法王すること．   また、暮畢■の■出lこついてIi．月割りにより暮出とナること．なお、I年度途中lこおける書凱剛机するくしたけラフについては、蟹年度以■1年をiじて岬せした■合に、蘭鰻日暮零が▲畢   
闘8日■lz508）に満たないウフプ1土t勤対●外でわもので注tすもしと．  

dl五皿櫨助よ暮朴t書（鳴t世71人以上・∬船8も250日以上の☆丘糧児■クラブ）  d■▲■助■暮鰍■暮（曝書験71人以上・蘭腋日■250日以上の■珪壮絶tクうプ）  

関投状況   兜暮徽  l、J・・  

1鴫間関牧  分れ幣  抑…岨ケラプ…州掴Ⅶ苦星雲意・酬 
（●）（さト2別  址晋1－…… 卿触MIクラブ…恥日・開票甜岬珊矧，－。…一6…十管用…蓋≡富男好   （●）（●ト之帥   

日  日  岬 一 時  人    人    人   8  日  ■ － 1■  人    人    人   
（  疇 間）   （  l雷 M）   
最期体1日■  象 月 8   最期体義臼事  

■ －   
年 月 日   

lI 一  陣  
（ 叶 間）  く 1 t l く l   （ 精 ¶）  

8  

（）【 〉 【1  
白  疇 －  ■  人    人    人   巳  日  ■ －  岬  人    人    人   

（  疇【l   （  ■lM）   
よ無体賽巳尊  書月 8   貴職休■日■  

●一   
t 月 8  

叫－                         （ 鴫 間）  （）（）【）   【 疇 簡）  （ 【l r l   
ヨ  8  疇 －  ■  人    人    人   白  8  ■ － 1I  人    人    人   

（  岬爪町   （  巾 村l）   
長無休暮日事  年 月 B   拝 一  畔   疇 一  疇  
（ 嶋 Ⅶ）  （）（l（）   （ 岬 間）  【）【）【】   

含什  クラブ   日  日  址  か断 か断  …  クラブ  8   8  、 嘘 か斯 か簡  
r．  

r汁t）一嘉■Ⅶ出場のⅡR榊」▲は 樽暮Rに余けるrrRの貯蛤■Ⅶガ嶋■甘蓼細一丁 h、つ1Aはili丁場鶉十島吐合lの1徹一也一徹■i【1■冊≠他の■b瞳tu－uLrlRの旧■t■   ＝tl汀1■¶■■■■は ■tRl＝鼻汁十き1Rの蘭n■廿州貞一州書絃iかつ1月戚右l■量Tl■m十島▲▲l二∩由“オームr⊥   
（戎2）「児暮蝕」■の【）内は」■雷児■を内■で妃入ナること．壬ト「■■l■甘1・の■は∫書■■多量け人丸る▲仝ヒ∩白】事付■るこ′－   

（注2）一児暮奴■の【）内は ■暮児緻を内牡で記入ナる‾と   
‖tヨ1■き■の鮒■は一書重■ ▲仕一書身重■ 鶴刊■■曽蛙暮壬生び暮春芥はlrい員r′トナ上し王■暮i■牡lイLlない仏全下▲1Tl・■一■ 相手錮鰭■暮4〉輪∬魔の曽■■に上り  

（注3）Ⅷ柑柑■加井村■日■」11「年M内政8♯」が∝08以上の叫合印自とすること．手た、櫻■日1れ休儀月（土疇」自■及び祝日を臓（ほぴクラブ開放上必暮な開所別エ、暮■隋せ臼   
■t250tいに含まれているので、対■8散についてlさ、間数晴間が房州8晴間以上のこと，   （注■）rR紋日最加暮対■8■」はr暮間点数日■」が畑日以上のヰ含．押日とすること．また、け薫日．1れ休1日は■．白■及び祝日を■く）1ぴクラフ闇R上必■な開所8は、暮畢爛数日   

（注4）一分割」■は、年虞の■中にクラブを分糾ナるルた）場合に0印を付し．分割前の故J後光壬クラブ名tE入ナること．   ホ（2508）に書手れているので．対暮8■については」剛馳■仰が欄■柑岬間以上のことt   

（洋S）「攣蘭途中における折鶴開設」■は．ヤー書中l＝クラブ享薪積で間取する鳩舎に○印を付ナること．   は5）l分れ」■はト寧膚のi中にクラフを分割▼もルた）■含に0印を付し．分割前の膿■後光∫クラフ名を正人ナること．   

（注6）rf脚投年月8J■は（注6）により○を付した斗食に鴫札的8する（した】年月巳を記入すること．   （注6）lヰヰ濃中における★離間敗j■は．年度土中にクラブモ漸1で開放する■含に○印を付すること．   

また▲事＃の暮出lこついては、月割りによリー出とナること．なお，「年鷹途中における■嬢農凱丁るルた）クラブについては，豊年鷹以■1年をiじて闘放した■舌に、開鰹白最書が暮畢   （注7）「蠣且疇鮫年月日J■は．（注8）によリ0を付した≠含に、＃擁闇投ナる（した）年月日壷t入すること．   
開放8最（2508）に満たないクラブは叫助対象外であるので謹書すること．   fた．暮専■の■出については．月割りにより■也とすること．なお．「隼鷹連中における鋲鷹網軟ける（した）クラブについては・靂書庫以■1象を■じて鋤捜した■含に、開放白熱▼が墓睾  

綱p日■（250日）に1たないクラブは★助詞■外であるので注tすること．  



改  正  案   現  行  

e 国庫補助事業計画書（児蕾数20人以上・蘭蚊日数200～249日の放饅挫児雷クラブ）   皿庫織肋暮集計囲暮（児童軌20人以上・開設日勤200－249E】の愉煙捜児tウラブ）  

開 設 状 況  l 児  童  数   開 設 状 況  児  童  数  

榔名相後児空クラブ名棚没。敢  分割   実施市名 放輝練児土クラブ名年間…  開糾問 習ト3年4－6年 肝   分封  闘脚 習ト。…一絹 針  

6  鱒 一  時  人  人  人   日   時 一  時  人  人  人  
（  時 間 〉   （  時†椚）  
最期休業日等   最期休業日琴  

時 一  時   時 一  時  
r    8i 闇 1   

8  時 ～  時  
（   陰 闇 ）  

人  人  人   日  時 ～  時  人  人  人  
（  時 間）   （  時間 二  
長期休業日事   最期休業8等  

時 一  時   時 一  時  
〕   

日   8年 ～  時  
（   は l甥 1  

人  人  人   日  時 一  時  人  人  人  
（  時 間）   （  時 間）  
最期休業日苓   よ期＝休鼻＝］琴  

時 一  時   時 一  時  

人 人 人  
r    は W l  

人 人 人   
合 計  クラブ  堕凪  か所   ＝十  クラブ 通  か所   

＝千1）「昇給閻随10の平日～）り馴土 糟暮日における「1日の規l官給闇が6騰間奏紹云T かつ1月自さ多】汝篇丁間1冒する壇食lの一巨Ⅳ用り餌織Ⅳ憎   にぶける1 克かつ1創蛛喜劇ほ 

（汗1汀↓鵬WW貯lのI覇は18暮白日の闇！○瞼Ⅷが6瞼Ⅶ妄」相T∬！ゃする1■含に∩【□引寸するニケ＿  

王丘ム土星⊆上⊥ （注2）「分割」欄は、年度の途中にクラブを分割する（した）場合に○印を付し、分割前の放課後児童クラブ名を紀入すること。  

（■）  

・、」  

実施か所敷  児    童    数  
開設日敷  実輌名abc ㌫了加詣－ト3年ト6年雷十管  d㍉憲e  

人 人人  

（）（）（）  

（汗1）「暮1蔽か所軌l相の（）lねは■Ⅷ引Ⅶ偶剛貯鯛に【つ【n多t2入l＿トか所鞠多内勤で＿「1内は．Ⅶl瞥日勤加工の射t′なるりうプのか新教多  

内勤て；】R入寸‘るこ⊥＿  

（注2）「開設日数加事封書日数」欄は、間取日数加算の対象となる日数の総数を記入すること。  

（注3）「児暮数」欄の（）内は、陣書児数を内放で記入すること。壬ト「随暮l瓢啓入lの∬は血書僻妄執十人九る壇創こか詐執を前人するこ′ 

実施市町村敷 児童数  

1～3年4～6年計  

人人人  

（）（）（）  

（注1）「開設日数加算対象日数」欄は、開設日勤加井の対象となる日数の総数を紀入すること。  
（注2）「児童数」欄の（）内は、障害児数を内救で記入すること。   




